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（当該部分の床面積の合計） （円）

（１） 2,50030㎡以内

Ｒ７.４.１

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築基準法第６条第４項及び同法第18条第３項に基づく審査の中で行う仕様基準又は誘導仕様基準審査手数料

内容

（申請）

法第11条又は
法第12条第２

項

一戸建て住宅

15,900

（２） 30㎡以内 4,300

30㎡超100㎡以内 8,200

5,000㎡超 68,900

30㎡超100㎡以内

100㎡超200㎡以内

200㎡超

4,700

7,800

9,400

一戸建て住宅以外の住宅

2,000㎡超5,000㎡以内 50,100

500㎡超1,000㎡以内 22,300

1,000㎡超2,000㎡以内 31,300

100㎡超200㎡以内 13,300

200㎡超500㎡以内
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一戸建て住宅

（当該部分の床面積の合計） （円） （円）

（１） 5,800 4,100

計画提出又は計画通知に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第１項に掲げる基準

内容

（申請） （変更）

（２） 300㎡未満 11,300 8,000（１）以外の建築物 住宅部分

2,000㎡以上5,000㎡未満 52,800 37,000

300㎡以上2,000㎡未満 23,800 16,700

300㎡未満 11,300 8,000

300㎡以上1,000㎡未満 19,500 13,800

非住宅部分

5,000㎡以上10,000㎡未満 94,700 66,500

10,000㎡以上25,000㎡未満 119,000 83,500

25,000㎡以上 148,000 103,000

5,000㎡以上10,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

94,300 66,1002,000㎡以上5,000㎡未満

149,000 104,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 188,000 132,000

25,000㎡以上 235,000 165,000

31,600 22,200

に適合していることを示す書類として知事が定めるものが提出された場合
法第11条第２
項又は法第12

条第３項

法第11条第１
項又は法第12

条第２項
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仕様・計算併用法による場合

ア

仕様・計算併用法による場合

イ

ウ

（申請） （変更）

２以外の場合

内容

（１） 仕様基準

（円） （円）

20,700 14,300

法第11条第１
項又は法第12

条第２項

200㎡未満

10,000㎡以上25,000㎡未満 390,000 273,000

　又は誘導仕様基準による場合

200㎡以上

標準計算法による場合 40,200 28,300200㎡未満

33,200 23,300

200㎡以上

44,900 31,500

22,200 15,100

25,000㎡以上 449,000 314,000

42,000

（当該部分の床面積の合計）

30,100 21,100

2,000㎡以上5,000㎡未満 276,000 193,000

300㎡未満 102,000 71,600

300㎡以上1,000㎡未満 129,000 91,100

200㎡以上

38,700 26,800

66,900 46,500

200㎡未満

334,000 234,000

431,000 301,000

5,000㎡以上10,000㎡未満 361,000 253,000

300㎡未満 266,000 186,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 434,000 304,000

25,000㎡以上 509,000 357,000

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

615,000 430,000

758,000 531,000

300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

10,000㎡以上25,000㎡未満 896,000 627,000

25,000㎡以上

標準計算法による場合 300㎡未満

300㎡以上2,000㎡未満

81,000 56,800

（２）

仕様基準

　又は誘導仕様基準による場合

300㎡未満

300㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上

300㎡未満

100,000 70,500

175,000 122,000

256,000 179,000

120,000 84,800

183,000 127,000

59,800

135,000 94,600

2,000㎡以上5,000㎡未満 229,000 161,000

5,000㎡以上10,000㎡未満 329,000 231,000

300㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

10,000㎡以上25,000㎡未満 304,000 213,000

25,000㎡以上 354,000 248,000

13,800

22,200

非住宅部分

イ以外の

の場合

300㎡未満

300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

11,300

19,500

31,600

1,000㎡以上2,000㎡未満 171,000 119,000

149,000 104,000

94,300 66,100

標準計算法等による場合

法第11条第２
項又は法第12

条第３項

一戸建て住宅

（１）以外の建築物

住宅部分

非住宅部分の用途が工場等のみの場合

モデル建物法による場合

10,000㎡以上25,000㎡未満 188,000 132,000

25,000㎡以上 235,000 165,000

8,000

1,020,000 715,000
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52,800 37,000

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

（当該部分の床面積の合計）

（１）

（申請） （変更）

（円） （円）

5,800 4,100

2,000㎡以上5,000㎡未満

（２） 300㎡未満

申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３０条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

一戸建て住宅（「人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。）

300㎡以上2,000㎡未満

（１）以外の建築物 11,300 8,000

23,800 16,700

法第31条第１項

300㎡未満

300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

31,600

住宅部分

非住宅部分

5,000㎡以上10,000㎡未満

11,300 8,000

94,700 66,500

内容
法第30条第１項

10,000㎡以上25,000㎡未満 119,000 83,500

25,000㎡以上 148,000 103,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 188,000 132,000

22,200

94,300 66,100

149,000 104,000

19,500 13,800

25,000㎡以上 235,000 165,000
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標準計算法等による場合

（当該部分の床面積の合計）

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料（４以外の場合）

（円） （円）

（申請） （変更）

22,200 15,100

30,100 21,100

33,200 23,300

40,200 28,300

44,900 31,500

81,000 56,800

135,000 94,600

229,000 161,000

100,000 70,500

175,000 122,000

256,000 179,000

361,000 253,000

266,000 186,000

329,000 231,000

102,000 71,600

129,000 91,100

758,000 531,000

334,000 234,000

431,000 301,000

615,000

627,000

25,000㎡以上

300㎡未満標準計算法による場合

（２）

300㎡未満

300㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上

誘導仕様基準と

（１） 200㎡未満

200㎡以上

誘導仕様基準と

　標準計算法の併用による場合

200㎡未満

200㎡以上

誘導仕様基準による場合一戸建て住宅

171,000 119,000

276,000 193,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 390,000 273,000

25,000㎡以上 449,000 314,000

標準計算法による場合

（１）以外の建築物

誘導仕様基準による場合

300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

200㎡未満

200㎡以上

300㎡未満

300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

300㎡未満

300㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

　標準計算法の併用による場合

300㎡未満

300㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

内容
法第30条第１項

モデル建物法による場合

住宅部分

非住宅部分

10,000㎡以上25,000㎡未満 304,000 213,000

25,000㎡以上 354,000 248,000

法第31条第１項

20,700 14,300

120,000 84,800

183,000 127,000

59,800 42,000

38,700 26,800

66,900 46,500

1,020,000 715,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 434,000 304,000

25,000㎡以上 509,000 357,000

430,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 896,000
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66,500

104,000

13,800

22,200

66,100

（円）

4,000

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

10,000㎡以上25,000㎡未満 132,000

25,000㎡以上

（当該部分の床面積の合計）

軽微な変更に該当していることの証明の申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則第５条に掲げる軽微な変更に該当していることを示す書類として知事が定めるものが提出された場合

（１）

（２） 300㎡未満

一戸建て住宅

（１）以外の建築物 住宅部分

（申請）

8,000

37,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 83,500

25,000㎡以上 103,000

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

300㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

5,000㎡以上10,000㎡未満

300㎡未満

300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

16,700

内容
施行規則第13条

非住宅部分

165,000
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仕様・計算併用法による場合
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（申請）

（円）

231,000

66,100

（２）

300㎡未満 26,800

200㎡未満 28,300

200㎡以上 31,500

施行規則第13条

5,000㎡以上 127,000

300㎡未満 42,000

300㎡以上2,000㎡未満 46,500

2,000㎡以上5,000㎡未満 84,800

200㎡未満 21,100

200㎡以上 23,300

14,300

15,100

仕様基準

　又は誘導仕様基準による場合

標準計算法による場合

仕様基準

　又は誘導仕様基準による場合

標準計算法による場合

5,000㎡以上10,000㎡未満

200㎡未満

200㎡以上

300㎡未満 8,000

300㎡以上2,000㎡未満 94,600

2,000㎡以上5,000㎡未満 161,000

5,000㎡以上10,000㎡未満

25,000㎡以上 314,000

5,000㎡以上10,000㎡未満 104,000

300㎡以上1,000㎡未満 13,800

1,000㎡以上2,000㎡未満 22,200

2,000㎡以上5,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満 193,000

300㎡未満 71,600

300㎡以上1,000㎡未満 91,100

1,000㎡以上2,000㎡未満

234,000300㎡以上1,000㎡未満

1,000㎡以上2,000㎡未満

2,000㎡以上5,000㎡未満

25,000㎡以上 357,000

301,000

非住宅部分の用途が工場等のみの場合

モデル建物法による場合

標準計算法等による場合

仕様・計算併用法による場合

（１）以外の建築物

一戸建て住宅

住宅部分

内容

イ以外の

非住宅部分

の場合

300㎡未満

119,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 213,000

25,000㎡以上 248,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 273,000

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料（６以外の場合）

（当該部分の床面積の合計）

（１）

179,000

300㎡未満 56,800

300㎡以上2,000㎡未満 70,500

2,000㎡以上5,000㎡未満 122,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 627,000

25,000㎡以上 715,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 132,000

25,000㎡以上 165,000

10,000㎡以上25,000㎡未満 304,000

5,000㎡以上10,000㎡未満

430,000

531,000

5,000㎡以上10,000㎡未満 253,000

186,000
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